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環境整備として必要な検討事項

項目 検討事項

競争性の
確保

・リアルタイムデータを容易に取得できる環境整備
（ベンダーロックインへの対応） ※今回の検討会の議題

・日報のデジタルデータの公表
信頼性の確保
費用便益

・異なるAI手法の客観的な評価の必要性
※実証事業の進捗を踏まえて検討

説明責任
・人との役割分担

（例）人とAIとの連携、閾値
・透明性の確保

（例）AI出力値の根拠となる影響因子や予測値

1

ＡＩ導入に向けた環境整備として、下記の検討が必要である。
・競争性の確保
・信頼性の確保、費用便益
・説明責任
今回の検討会では、競争性の確保のうち、ベンダーロックインへの対応を検討
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検討会
で議論

必要な
環境整備

の例

論点３ 必要な環境整備のイメージ
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対象とすべきＤＸ技術
（事例を踏まえたDX技術の選定）

DX導入に向けた検討事項及び骨子（案）

計画・設計指針への反映 維持管理指針への反映 処理場等包括的⺠間委託導入
ガイドラインへの反映

下水道用設計標準歩掛表
への反映

その他、
実証プロジェクト、
情報共有・勉強の場

の提供等

（反映のイメージ）
2014年版 マネジメント編
第４章 計画的施設管理
第５章 施設情報管理
AIによる運転管理支援・高度化
に必要なリアルタイムデータ及
び活用の例を追記

（反映のイメージ）
2020年(令和2年)6月版
参考資料編

ベンダーフリーによる広域監
視及びAI活用を含めた包括的
⺠間委託の例を追記

（反映のイメージ）
2019年版 後編
第8章 電気計装設備
第6節 計測設備 第7節 監視制御設備

ベンダーフリー・AIによる運転
管理支援・高度化に必要な計
測・監視制御設備等を追記

（反映のイメージ）
ポンプ場・処理場施設（電気設備）編

必要に応じ、AI導入に必要な設
備等を追記

下水道用維持管理標準歩掛表
への反映

（反映のイメージ）
処理場・ポンプ場編

必要に応じ、AI導入による運転
管理体制等の例を追記

本検討会では、ベンダーフリー化及びＡＩ導入に向けた課題と必要な環境整備支援策を検討し、事例調査を踏まえて、
骨子（案）を作成する。
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論点３ ベンダーフリー化の概要（プロトコルについて）

専用プロトコル 汎用プロトコル

規格 各社の独自規格 共通規格

使用範囲
内容が開示されていないため、

他社が使用できない
（ネットワークに介入できない）

通信仕様を統一しているため、
様々な会社が使用可能

備考
（一社）日本電機工業会が
開発したFL-netなどがある

【プロトコルとは】
データをやりとりするために定められた手順や規約、
送受信の手順などを定めた規格

汎用プロトコルでは、制御データを格納するメモリの番地を事前に調整することで、
異なるメーカ間でもデータ連携が可能となる。

専用プロトコルと汎用プロトコルの違いを整理し、汎用プロトコル導入における基礎情報とする。
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論点３ ベンダーフリー化の概要（ベンダーロックインについて）

現場コントローラ

監視制御装置
コントローラ

A社専用通信仕様

監視制御装置

B社専用通信仕様

既設システム（A社） 新規システム（B社）

現場コントローラ

新規システム（A社）

現場コントローラ

通信仕様が
同一なため
接続可能

通信仕様が
異なるため
接続不可

下水処理施設で発生しているベンダーロックインの状態を確認し、課題抽出の足掛かりとする。
【ベンダーロックインとは】 ・・既存システムと通信が必要な新規システムを構築する場合、既存システムベンダー

が独自の通信仕様を採用しているため、他社ベンダーが参入困難な状態を示す。
【ベンダーロックインの問題点】・・①公共インフラのシステムを特定企業に依存することになる。

②適正な価格の把握が困難になり、価格が高止まりする懸念がある。
③データの共有化の妨げとなる。

【ベンダーフリー化の懸念】 ・・①複数ベンダーが関わるため保守部品調達など維持管理が煩雑になる懸念がある。
②システムに不具合が発生した時、複数のベンダーが関わることで原因特定・

解決に時間がかかる懸念がある。
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論点３ ベンダーフリー化の概要（ベンダーフリーについて）

現場コントローラ

監視制御装置
コントローラ

GW-PLC

AIシステム

汎用プロトコル

監視制御装置

図1：汎用プロトコルでの出力可能なGW-PLCの標準化

現場コントローラ

AIシステム
監視制御装置

図2：汎用プロトコルでの監視制御装置の標準化

専用プロトコル
ベンダーフリー機器

ベンダーフリー化の対応方法の事例を示し、ベンダーフリー化の方策検討の基礎情報とする。

監視制御装置
コントローラ



【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

6

論点３ ベンダーフリー化の概要（ﾍﾞﾝﾀﾞｰﾛｯｸｲﾝとﾍﾞﾝﾀﾞｰﾌﾘｰの比較）

ベンダーロックイン ベンダーフリー

DXの適用
他社や異業種が参画しづらく、
情報の活用範囲が狭まる。

色んな会社が参画可能となるため、
情報活用が活発となる。

維持管理性

故障対応先や既存設備のヒア
リング先が少なく、維持管理の
負担が小さい。

複数社への故障対応依頼が発生す
る可能性がある。また、故障に関係
のないメーカーに依頼する可能性が
ある。

セキュリティ
専用プロトコルのため、セキュリ
ティ性は高い。

汎用プロトコルは共通規格であるた
め、より強固なセキュリティ対策の検
討が必要である。

責任分界
納入メーカーが限定されること
で、責任分界が明確になる。

複数社の設備が混在するため、責任
分界が不明確になりやすく、責任分
界の設定に課題がある。

競争性
随意契約が主となる。 競争性が確保される。

※機能増設は引き続き随意契約

ベンダーロックインとベンダーフリーを比較し、ベンダーフリー化に伴うメリット・デメリットを整理する。
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論点３ ベンダーフリー化の概要（汎用プロトコル採用による責任分界例）

サーバ

AIシステム

監視制御装置

汎用プロトコル
専用プロトコル

沈
砂
池
汚
水
設
備

水
処
理
設
備

汚
泥
処
理
設
備

汚
泥
消
化
設
備

汚
泥
焼
却
設
備

A社所掌範囲 B社所掌範囲

C社所掌範囲 D社所掌範囲 E社所掌範囲 F社所掌範囲 G社所掌範囲

情報LAN

コントローラ

情報LAN
上位のコンピュータ等とコントローラを
接続し、生産指示、実績収集など情報・
制御用途のためのネットワーク

制御LAN
コントローラ間の制御データを
高速に相互交換するネットワーク

ベンダーフリー化した構成例を示し、責任分界の設定事例を確認する。

運転
指令

運転
指令

現場PLC

←コントローラと現場ＰＬＣ間のベン
ダーフリー化は、コントローラに汎用
プロトコル変換機（通信ボード）を設
置するため責任分界が明確となる。

←監視制御装置とＡＩシステム間のベ
ンダーフリー化は共通情報ＬＡＮを使
用するため、責任分界の設定が困難と
考えられる。
例：運転指令が監視制御装置・

ＡＩシステムのどちらから
出力されたのか特定が困難

【責任分界について】

汎用プロトコル変換機
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ベンダーフリーの事例（横浜市）

出典：監視制御装置の発注方式に関する検討報告
〜監視制御装置発注ガイドライン〜

（令和2年12月 横浜市財政局公共施設・事業調整課）
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現場制御装置
（PLC）

横浜市では計算機室（中央監視装置）と現場制御装置（PLC）間の通信
に汎用プロトコル（FL-net）を用いることを仕様書で示すことにより
ベンダーフリー化を実現している。
※中央監視装置は行わず、現場制御装置のベンダーフリー化のみ実施

従来、計算機室（中央監視装置）と現場制御装置（PLC）間の通信は
メーカ独自の通信仕様を採用しており、計算機室（中央監視装置）メーカ
以外では対応できない状況であった。

従来の課題として、下記2点がある。
・公共インフラのシステムを特定企業に依存することは、企業経営に

左右されるなどのリスクがある。
・適正な価格の把握が困難なことから、落札率（価格）が高止まりする

懸念がある。



【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

論点３ ＤＸ導入に向けて必要な検討事項と環境整備に向けた改訂図書（案）

処理場・ポンプ場施設に対するＤＸ技術として、監視制御設備に対するベンダーフリー化技術と運転操作へのＡＩ技術
を選定し、事例等を踏まえて導入に向けて必要な検討事項と環境整備に向けた改訂図書の案を示す。
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計画・設計
指針

維持管理
指針

包括GL 工事積算
維持管理

積算

1 ベンダーフリー化に向けたベンダーロックインへの対応方針 ○
2 ベンダーフリー化に向けた方法例 ○
3 ベンダーフリー化に必要な装置 ○
4  ベンダーフリー装置で採用する通信、データベース構築例、やり取りする制御データ例（設定ＤＯ値、ポンプ運転／停止） ○
5 ベンダーフリー化した監視制御による維持管理方針・方法 ○
6 ベンダーフリー化した監視制御のリスク分担例、インシデント例 ○
7 広域監視制御に向けたベンダーフリー共通設備の工事発注方法・工事費及び運用費分担方法 ○ ○
8 広域監視制御設備導入による運転操作管理業務の体制の検討 ○ ○

1 ＡＩによる効果を高めるための設備更新の対応方針及び方法例（インバーターによるブロワの風量制御など） ○
2 ＡＩの導入方法例 ○
3 透明性の確保や技術継承を目的とした対応判断ＡＩなど、最低限ＡＩに求められる機能や各ＡＩ事例の紹介 ○
4 責任等の観点からＡＩに関する法規や規格、製造側と使用側の責任分担 ○ ○
5 人とＡＩの役割分担 ○ ○
6 ＡＩの故障等によるハード的なバックアップシステムの検討 ○
7 ＡＩを活用するために最低限必要な情報とＡＩによる判断を向上させるために管理が望ましい情報の整理（事例ごとに） ○ ○
8 ＡＩの評価方法例 ○
9 ＡＩを活用した維持管理方針及び方法例及びシステムの運用方法例 ○

10 ＡＩが機能しない場合のソフト的なバックアップ体制 ○
11 ＡＩによる学習のための期間・作業手順・内容の整理（事例ごとに） ○
12 学習作業の積算方法 ○
13 ＡＩ導入による運転操作監視業務における必要職種等を含む管理体制の検討 ○
14 ＡＩに必要な情報を集約する仕組みの検討 ○

ベンダーフリー化に向けた検討事項

運転操作へのＡＩ導入に向けた検討事項

下水処理場運転操作のＤＸ導入に向けて必要な検討事項
環境整備に向けた改訂対象図書
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論点３：必要な環境整備
（参考資料：ＡＩ及びベンダーフリー導入団体ヒアリング資料）
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版
の
改
定
基
本
方
針

論点３ 計画・設計指針の概要（2019年版の改定基本方針）
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2019年版の計画・設計指針の改定では、新増設から改築へと転換しつつある下水道事業において、維持管理からスター
トする下水道事業の新たなマネジメントサイクルの構築に資するため、既存評価から始まる改築を考慮した目次構成に再
編された。ＡＩ導入に向けた環境整備として、 第８章 電気計装設備 “第６節 計測設備”、“第７節 監視制御設備”の部分に
ＡＩ導入に必要な設計及び検討事項を記載することを想定している。

計画編

第１章 下水道施設計画・設計の基本

第２章 汚水処理計画，汚泥処理・利活用計画

第３章 雨水管理計画

第４章 管路施設

第５章 ポンプ場施設

設計編（つづき）

第６章 汚水処理施設

第７章 汚泥処理施設

第８章 電気計装設備
第１節 総論
第２節 受変電設備
第３節 自家発電設備
第４節 制御電源及び計装用電源設備
第５節 負荷設備
第６節 計測設備
第７節 監視制御設備
第８節 電気室及び自家発電室

第９章 環境保全施設及び試験，管理施設等

①下水道法等の改正を反映する。
②下水道法施行令で定められた「構造の技術上の基準」を補完するガイドライン的な位置付けとする。
③既刊の指針類と重複する部分は,要旨を記述するにとどめ，詳細は各指針類に委ねる。
④新下水道ビジョン等との⻑期的施策は,総論に要旨を記述するにとどめる。
⑤下水道未普及解消クイックプロジェクトは,基本計画等にどのように反映するか検討する。
⑥下水道事業が管理運営の時代に移行しつつあることから,既存施設の評価方法や改築の考え方を記載する。
⑦災害リスク・防災対策は,下水道管理者ごとに検討すべき事項について記載する。

雨水管理計画に関する記述を充実するため,「雨水管理計画」を章立てする。
⑧指針の対象規模及び使用対象者は,大中小規模都市を主眼にするが,対象規模施設の設定は行わない。

下水道経験が３年程度の職員が理解できる内容とする。
⑨一般的に広く普及した技術について記載する。陳腐化した技術は,削除又は参考扱いとする。

設計編

計画・設計指針の目次構成

AI,ベンダーフリー
について記載



【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

論点３ 計画・設計指針の概要（「第８章第６節計測設備」概要）
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計測設備は“ 8.6.1計測項目“、 “8.6.2機器の選定“、 “8.6.3信号伝送方式と変換の方法“、 “8.6.4受信の方法“で構成されて
いる。 8.6.2項では機器の選定で考慮すべき事項が記載されており、ＡＩを用いた計測設備について記載する、また、8.6.1
項では処理方法や施設規模に応じた計測項目を定めるにあたり、計装項目の例が記載されており、ＡＩを用いた計測設備
例についても記載することとなると想定している。

計測項目の例（抜粋）

AIを用いた機器選定
について記載

AIを用いた計測項目
を記載



【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

論点３ 計画・設計指針の概要（「第８章第７節監視制御設備」概要）論点３ 計画・設計指針の概要（「第８章第７節監視制御設備」概要）
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監視制御設備は“ 8.7.1監視制御設備の制御方式の選定“、 “8.7.2監視・制御項目の選定“、 “8.7.3監視制御設備の計画“、
“8.7.4装置の選定“、 “8.7.5伝送方式“、 “8.7.6広域監視の形態“、 “8.7.7映像監視設備“、 “8.7.8監視室及び付帯設備“で構成
されている。 8.7.3項や8.7.6項では監視制御システム構成の例が複数記載されており、ベンダーフリー構成の種類，特徴，
導入例やＡＩの種類，特徴，システム構成例について記載することとなると想定している。

監視制御設備の基本構成の例（ 8.7.3項） インターネットを利用した広域監視の概要図（ 8.7.6項）

ベンダーフリー，AIを用いた監視
制御設備の構成を記載



【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】
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論点３ 維持管理指針の概要（2014年版の主な改定点）

総論編 マネジメント編 実務編

第１章 総論

第３章 安全衛生管理

第４章 計画的維持管理

第５章 施設情報管理

第６章 民間活力との連携

第７章 評価と見直し

第９章 排水設備等

第10章 管路施設

第12章 水処理施設

第13章 汚泥処理施設

第14章 電気計装設備

第15章 土木建築施設

第16章 水質試験

維持管理のあり方と基本的な考え方 計画的維持管理の考え方，実施手法 下水道施設の維持管理に係る実務
（管路施設，ポンプ場・処理場施設の維持管理）

第２章 環境保全対策

第11章 ポンプ場施設

維持管理を取巻く法規制
（環境保全対策，安全衛生管理)

排水設備及び除害施設等の維持管理
に係る指導と監視

第17章 環境保全の試験及び対策

第８章 維持管理実務の基本

ＩＳＯ24500及び55000ｼﾘｰｽﾞとの整合を図る

PPP/PFIについ
て記述

トータルシステムとし
ての維持管理を記
述

保全管理と運転管理に区分
保全管理︓ストック⼿引きを踏襲
運転管理︓水質、ｴﾈﾙｷﾞｰ、廃棄物管理を充実

土木建築に
ついて記述

「下水道台帳」→「施設情報管理」に変更
し、情報という視点で内容を充実

2014年版の維持管理指針の改定では、マネジメント編を設け、“計画的維持管理”、“施設情報管理”、“⺠間活力との連
携”を追加された。ＡＩ導入に向けた環境整備として、 “計画的維持管理”、“施設情報管理”の部分にＡＩに必要な管理情報
及び活用例を記載することを想定している。

その他の改定としては、トータルシステムとしての維持管理、土木建築について追加された。

※AIに必要な管理情報及び活用例を記載

※AIに必要な管理情報及び活用例を記載



【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】
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論点３ 維持管理指針の概要（「第４章計画的維持管理」概要）

処理場施設では、以下の内容を検討し、運転管理計画として取りまとめて実行する。
① 水処理及び汚泥処理施設の運転条件や運転状況を把握する水質試験項目，水質測定箇所及び頻度
② 水処理方式及び汚泥処理方式の特性を踏まえ，処理工程に組み込まれた施設・設備の運転指標及び監視頻度
③ 流入下水と発生汚泥の把握及びその時間変動，季節変動，天候等による変動を把握し，水質とエネルギーの目標
を達成する最適な運転操作方法
④ 異常な流入下水量・質や設備の故障時の運転操作方法
⑤ 沈砂，スクリーンかす，スカム，脱水汚泥等の搬出頻度や処分方法
→ＡＩを活用に必要な水質項目、運転指標及び監視頻度や水質とエネルギーの最適な運転を実現する事例を紹介す
ることを想定

第４章では“第1節 総説”、“第2節 管路施設の計画的維持管理”、“第3節 ポンプ場・処理場の計画的維持管理”で構成され
ている。また、第3節では“保全管理”と“運転管理”に区分してそれぞれ詳述されている。

運転管理では、水質管理、エネルギー管理、廃棄物管理等が詳述されており、水質管理及びエネルギー管理の最適化に
向けた運転方法の部分にＡＩについて記載することとなると想定している。



【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】
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論点３ 維持管理指針の概要（「第５章施設情報管理」概要）

第５章では“第1節 総説”、“第2節 管路施設”、“第3節 ポンプ場・処理場施設”で構成されている。また、第3節では“施
設・設備の諸元情報”、“維持管理情報”、“その他付帯情報に区分してそれぞれ詳述されている。

維持管理情報では、保全管理と運転管理（水質管理、エネルギー管理、廃棄物管理等）に区分し、管理情報と活用方法
が詳述されており、運転管理に関する情報及び活用方法の部分にＡＩについて記載することとなると想定している。

また、データベースの例としてAIシステムを記述することとなると想定している。

データベースの位置付け 運転管理における施設情報の活用



【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

AIシステムの事例（町田市）

出典：B-DASHプロジェクトNo.38
単槽型消化脱窒プロセスのICT・AI制御による高度処理技術導入ガイドライン（案）

（令和4年3月 国土交通省 国土技術政策総合研究所）
※ 一部加筆

サーバ

既設システム（B社） AIシステム（A社）

汎用プロトコル
（FL-net）

コント
ローラ

情報LAN

制御
LAN

3つの要素技術から構成されており、AIシステムが統括的に制御を行う。
運転信号や警報信号等を既設の中央監視制御装置に表示させるため、
汎用プロトコル（FL-net）にて信号伝送を行っている。 17


